
 

特許明細書の文書品質を高め、 

「知財コスト」を劇的に削減する方法を教えます 

 

２０１7 年１月 11 日 

はじめに 

 

ハードウエアおよびソフトウエア技術に基づく製品は、周知のように、他の製品

と「互換性」がとられていなければ市場で栄えることはできない。文書の世界に

おいても、そこで記述されている知恵や技術を世界の中で流通させるためには、

できるだけ「互換性」のとれたものでなければならない。 

 

日本語の文面に忠実翻訳した「和製型英語」を、そのまま渡したのでは各出願国

での「翻訳バラツキ」が大きく、各々の国が違う内容の特許出願明細書になって

収支がつかなくなる。 

 

「日本特許出願明細書」が、英語型に近い日本語で書かれていれば、翻訳者は翻

訳ソフトの支援を受けながら翻訳作業を進めることができ、翻訳作業の生産性と

翻訳品質は格段と高まる。この基準となる「英文特許明細書」を各国の現地代理

人へ渡して「特許出願」を依頼すればよい。 

 

この基準となる「英文特許明細書」は、欧州語、露語、北京語など、他言語への

翻訳作業に翻訳ソフトの支援が受けられるので現地代理人も歓迎する。現地代理

人の現地翻訳を確認する場合でも、翻訳ソフトで逆翻訳し、英語へ戻して、この

基準となる「英文特許特明細書」と比較すれば、確認したい箇所や質問もしやす

くなる。 

 

この基準となる「英文特許明細書」は、社内の「文書品質管理体制」を築くだけ

ではなく、知財コストの削減に繋がる。こんな美味しい改善策は他に無い。 

 

他言語と互換性のある、すなわち平明で伝わる日本語で記述するスタイルを確立

していくことは、これからの日本にとって極めて重要なことである。このまま放

置すれば知財文書の品質劣化が止まらず、場当たり的に処置していく対策費用は

膨大となり、やがて「知財倒産」を引き起こす。 



 

曖昧な日本語が引き起こす、 

各国間で整合性が取れない特許明細書が問題 

 

 
国際出願での PCT（Patent Cooperation Treaty）の約束の下では、 

国内出願の優先権は認めるが、それを英語で提出するときは、国内で出願した内
容と同じ事項を記せ、となっている。 

至極当然のことである。優先権を認めた出願と英語で記述されたそれが異なる記
述をされていれば、そこで主張されている発明が別物となってしまう恐れがでる。
現状は、世界各国の特許明細書と整合性が取れていない可能性がある。 

 

【例：英文と中国語】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

日本の特許明細書 

英語に翻訳 中国語に翻訳 

USPTO, PCT 

等への出願 

中国特許庁へ 

出願 

？？ 

？ 
 

日本人が読んで

意味がつかめな

い文書が多い 



 
 
 
 

世界各国向けに共通となる特許明細書を作る 

－知財文書の品質向上と知財コストの削減を実現する方法－ 

各国特許庁へ出願 

基準となる英文特許明細書が作られる 

（グローバル型の英文特許出願明細書） 

各国に出願される特許出願明細書の 

文書品質の管理基準（物差し）となる 

日本語から英語へ翻訳する 

①翻訳ソフトで 70-80％の翻訳を目指す 

②翻訳者はその英文をチェックし整備する 

英語型に近い文章で、論理的かつ明快な 

特許出願明細書の原案を作成する 

発明提案書のブラッシアップをする 

（発明者、知財マン、弁理士との打ち合わせによる共同作業） 

フラクタル思考（ＭＣ法）で発明提案書を作成する 

日本アイアール社では発明提案の質と量を 
飛躍的に向上させる講座を用意しています 

中国 他 露 米国 仏 （例） 

英語から 

独語へ 

翻訳ソフト 

使用 
 

 
代理人による 

翻訳チェック 

独 

受入検査 

独から英の 
翻訳ソフト 

 

比較する 
 

疑問があれば 

質疑応答 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なぜフラクタル思考で発明提案書を作成するのか 

－知識を知恵に変える－ 

・アイデアが出やすく、発明が早く完成する 

・発明のバリエーションが増える（権利の囲い込み） 

・「物・事・考え」を伝える説明力と文章力が身に付く 

・矛盾のない整合性の取れた文書が作れる 

・発明の本質を明確に捉えることができる 

1. 技術者の発明能力が向上する 

2. 技術者の論理力が鍛えられる 

［例えば次のような問題点が見えてくる］ 

特許要件（*）の足しにもならない、あるいは妨げ 
となる悪文を撲滅できる  

     

特許明細書の作成費用と翻訳コストが極小化できる 

1. 「長文は悪文」 余計なこと、重複文を無くす 

2. 曖昧表現、説明不足、抜け(漏れ）を無くす 

3. 過度な限定が無い広い強固なクレーム(請求項）が創れる 

4. 「アイデア→発明→特許にする」プロセスが習得できる 

5. 文書品質を向上させ、知財コストも劇的に削減できる 

（*）新規性（非自明性）、進歩性、サポート要件（効果再現性）、 

  実施可能要件、明確性の５要件で開示すれば済むことである 

  発明の未完成なども判断でき、拙作な出願防止に繋がる 

3. 技術者の「特許知識」が深まる 



 
 

各国と共通になる特許出願明細書を作成する 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  中国、台湾、韓国は、 

このルートも可能？ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

基準となる「英文特許明

細書原案」が作られる

「基準

 
 

国内特許事務所

は、日本特許出願

明細書を作成する

 
 

 米国特許事務所は、 

米国特許出願明細書を 

作成する 

特許明細書には 

請求項（クレーム）を含

むものとする 

 現地特許事務所は、 

自国語で特許出願明細書

を作成する 

 

各国特許庁に出願 

他言語へ、正

確に、 
効率よく翻訳 

 

日本語で論理的に明快に記述された文章で「発明提案

書」を作成して「日本特許出願明細書原案」を作成する 

 

・英語が苦手だと世界で通用する「特許出願明細書」の改善は難しい？ 
↓ 

・英語へ翻訳しやすい「伝わる明快な日本語」で記述すれば済む 
（技術の説明には文才は必要なく文明の言語で良い） 

・論理的文書の 2 要素とは、①論理的（論理思考で物事を突き詰める）に

文書を構成（展開）すること、②分かりやすい文章で記述することである 
・英語で記述されている「物、事、考え」と同じ内容を日本語文章で明快に

書けるように訓練すれば良い。とにかく真似するのが手っ取り早い。翻訳

ソフトの支援が得られる英語型に近い日本語で記述することで、徐々に

英語に慣れてくる筈だ。 
 

  

 
  

  

技術の説明に適した言語は英語 



 

【資料-1】：フラクタル思考（ＭＣ法）の入れ子構造図 

 

特許明細書の構成は、図に示すとおり四項目しかない。この四項目の上位階層から具体的な説明

を下位階層へ展開していけば良い。階層は無限である。順序を気にしないで書きたいところから

書き貯めておけばよい。発明ノートの役目も果たす。とにかく文章は明快に、短かく書くことが

ポイントである。 

 

 

 
 

 
 



 
 
 

「参考図-1」：階層構造の平面図(2 階層) 

 

 

「参考図-2」：階層構造のＸＹ表示 

 



 
 

「参考図-3」：階層構造のＸＹ表示 

明快な日本語で記述して行けばよい：（文才は要らない） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

論理思考が身に付くことで、自分の頭で考えるようになる 
 

1.受身での仕事が少なくなる 
2.問題（課題）が見つけやすくなる 
3.課題解決の道筋が早く見つかる 
4.物ごとの本質が見えるようになる 

5.物ごとを多面的に捉えるようになる、等 
↓ 

グローバル世界で活躍ができる人材になれる 
（*）フラクタル思考（ＭＣ法）をソフト化して「見える化」したのが「メモダス」です 

 

  

  

フラクタル思考を活用することの効果 



 
 

【資料―2】：ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ 2016．3.22 号（別冊） 

発行：プレジデント社 

―まったく新しい「英語の学び方」：日本語的な表現に極端に弱い「英訳」― 

（プレジデント本文 78Ｐを引用） 

元の和文を「英語に近づける」だけで、劇的に良くなる「英訳」（exciteを使用）。 

メール文章ですが、参考になると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

各国共通の「特許出願明細書」 

を作成するために、このような方法もあります 

 

【とある「大手企業知財部」の悩み】 

 
英語型に近い日本語が、なかなか上手く書けないでいます。委託を受けた翻訳者
は、恐らく英語へ翻訳しやすい「日⇔日翻訳」を経て英語翻訳をしているのが現
状とおもいます。しかし、原文に対して忠実に翻訳するのが基本ですから日本特
有の英語（和製英語）が入り込みます。 
 
「日⇔日翻訳」をしながら英語（イングルシュ）に翻訳できる外国人翻訳者がい
れば良いのですが、曖昧日本語（多義的）が読みきれる外国人翻訳者はいないよ
うです。「日本語→英語翻訳」の限界を感じています。 
 

 

【この悩みを解決している、中小専業メーカー】 

 
日本特許出願明細書を読みなれた日本語の堪能な中国人弁理士へお願いしていま
す。在日２０年以上の経験があり、曖昧、意味不明な部分は直接お会いして打ち
合わせすることで解決しています。 
 
「日⇔日翻訳」をしながら中国特許出願明細書（英語型に近い北京語になる）を
作成したあと、「英文特許出願明細書」を作成してもらっています。この「英文特
許出願明細書」を各国へ提出するようにしています。（北京語⇔英語の翻訳ソフト
の相性もよく、上手に付き合えているようです） 
 
アジア諸国に出願依頼するときは、現地事務所に「中国特許出願明細書」も提出
しています。なぜならアジア諸国の特許事務所の幹部の多くは中国人です。中国
弁理士の仕事用語は、英語と中国語ですから「中国語⇔英語翻訳」については問
題ありません。 
 
重要なことは、「日⇔日翻訳」しながら、分かりやすい中国語（北京語）へ翻訳で
きる中国弁理士と出会うことです。いずれにせよ、今お世話になっている中国弁
理士先生の負担を少しでも軽くするため、中国語へ翻訳しやすい日本語で「日本
特許出願明細書」を作成するように日々努力しています。お陰でどのような日本
語表現が外国人にとって理解が難しいのかが分かるようにもなりました。 
 
世界の人へ伝わらない文書では、我が社の知性が疑われます。また世界から孤立
しない文書作成に邁進しています（A製作所） 
 


